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令和４年度第８回役員会議事要旨 

 

 

日  時  令和４年９月２７日（火）１０時００分～１１時３５分（オンライン会議） 

出 席 者  中島学長，田村理事，河田理事，細井理事，小嶋理事，藪田理事，坂本理事 

陪 席 者  原田副学長，田中監事，足立監事 

 

   令和４年度第６回（令和４.７.２６開催）及び第７回（令和４.９.６臨時開催）議事要旨を

承認した。 

 

 

議 題 

１．令和４年人事院勧告に係る本学の対応について 

令和４年人事院勧告への対応に関して，人事院勧告を受けて今後行われる国家公務員の給与改

定に準じて本学職員の給与の支給を改定する方針とすること等について，資料に基づき審議のう

え承認した。 

 

２．鳥取大学における懲戒処分等実施細則の一部改正について 

文部科学省から，附属学校の教員が児童生徒に対してわいせつ行為を行った場合は原則懲戒

解雇とする旨を明記した処分規程の整備の要請が行われたことを踏まえ, 本学附属学校の教

育職員等が児童生徒等に対し性暴力等を行った場合の懲戒処分の標準例を整備するため，「鳥

取大学における懲戒処分等実施細則」を一部改正することについて，資料に基づき審議のうえ

承認した。 

 

３．適正な年齢構成の設定について 

地域の拠点大学として，学術研究や教育の活力を維持し伸ばすため，次世代の研究を担う意

欲ある若手教員が一定割合以上在職していることが必要であることから，本学の目指すべき理

想の年齢構成を設定し，学内外へホームページ等で公表することについて，資料に基づき審議

のうえ承認した。 

 

４．育児・介護休業法改正に伴う育児休業等に関する規程等の一部改正について 

育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76

号）が改正され，出生時育児休業（産後パパ育休）の創設及び現行育児休業の分割取得等が令和

４年１０月１日から施行されることに伴い，本学職員の育児休業等の取扱いについて，同法に沿

ったものとするため，以下の大学規則を一部改正することについて，資料に基づき審議のうえ承

認した。 
 
【規則の一部改正】 

・鳥取大学職員の育児休業等に関する規程 

・鳥取大学有期契約職員の育児休業等に関する規程 

・鳥取大学給与細則 41・期末手当及び業績手当支給に関する細則 

 

５．最低賃金引上げに伴うアルバイト職員の時間給引上げについて 

令和４年１０月６日から，鳥取県における最低賃金が 821 円から 854 円に引き上げられるこ

とに伴い，本学有期契約職員のうち，当該最低賃金を下回ることとなるアルバイト職員の時間

給を，現行の「830 円」から「860 円」に引き上げるため，「鳥取大学有期契約職員給与規程」

を一部改正することについて，資料に基づき審議のうえ承認した。 

 

６．鳥取大学給与細則 24-11・病院看護職員特別手当支給に関する細則の一部改正について 

地域でコロナ医療等一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に，令和４年１０月
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以降収入を３％程度（月額平均 12,000 円相当）引き上げるための処遇改善の仕組みが新たに創

設されたことに伴い，本学の病院看護職員特別手当の額を改めるため，以下の大学規則を一部改

正することについて，資料に基づき審議のうえ承認した。 
 
【規則の一部改正】 

・鳥取大学給与細則 24-11・病院看護職員特別手当支給に関する細則 

・鳥取大学有期契約職員給与規程 

 

７．早期退職者の認定について 

令和４年度第６回役員会（令和４.７.２６開催）において承認された実施要項に基づき募集

した早期退職希望者について，いずれの応募者も認定の要件を満たしていることを資料に基づ

き説明の後，審議し，応募者全員の早期退職を認定することを承認した。 

 

８．鳥取大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の改訂(案)について 

文部科学省から，本年１０月から令和７年３月を計画期間として，サイバーセキュリティ対

策等の目標及び実施方針等を記載した「サイバーセキュリティ対策等基本計画」を９月末まで

に各大学等で改訂して提出するよう依頼があり，それを受けて作成した本学の改訂案につい

て，資料に基づき審議のうえ承認した。 

 

９．白浜（一）宿舎等の売却について 

建物の老朽化に伴い宿舎としての用途を廃止したことにより未利用資産状態となっている

白浜（一）宿舎及び隣接する旧外国人宿舎等について，学生用宿舎への用途変更等学内にて活

用方法を検討した結果，立地等の問題から有効な活用方法が無いとして，外部機関へ売却の方

針としたい旨資料に基づき説明があり，審議のうえ承認した。 

 

 

報 告 

１．会計監査人の選任について 

文部科学大臣から本法人における会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任した旨

通知があったことについて，資料に基づき報告があった。 

 

２．令和５年度国立大学法人運営費交付金概算要求について 

令和５年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要について，資料に基づき報告があった。 

 

３．令和４年度学長裁量経費（第５回・第６回）採択について 

令和４年度学長裁量経費（第５回）として大学改革推進経費（公募分）３件，研究推進経費６

件及び国際戦略経費１件を採択したこと並びに令和４年度学長裁量経費（第６回）として大学改

革推進経費（公募分）３件を採択したことについて，資料に基づき報告があった。 

 

４．医学部附属病院における収支状況及び診療実績の月次報告（６・７月分） 

医学部附属病院の令和４年６月分及び７月分の収支状況及び診療実績について，資料に基づき

報告があった。 

 

５．その他 

①常置委員会報告 

常置委員会の審議事項について，資料配付により報告があった。 

   

②次回開催予定 

次回の役員会は令和４年１０月２５日（火）１０時００分から開催する旨，発言があった。 

 


